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入院のご案内 
 

 

 

 
安心して入院療養をして頂くため、是非お読み下さい。 

１日も早くご健康になられますよう、職員一同みなさまのご援助にあたらせ

て頂きます。 

医療法人財団健康文化会 

あずさわ 

 

 
 

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢 1-6-8 

TEL：03-3966-8411 FAX：03-3966-0151 

ホームページ http://www.kenbun.or.jp 

入院日は □   月  日 です  

□ こちらからお電話致します 

入院日未定の場合は、決まり次第ご連絡致します。 

入院当日来院頂く時間は、 

特に指定がない限り午前 10：00～10：30 となります。
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1. 入院日のご連絡とお問合せ 
� 入院日が決まりましたら、担当者から電話でご連絡致します。指定の入院日に入院できる

よう、あらかじめ準備をしておいて下さい。都合が悪い方は、電話連絡の際にご相談下さ

い。 

� 入院予約後、入院予約を取り消される場合は下記の電話番号までお早めにご連絡下さい。

その他、入院に関するお問合せも下記の電話番号までお願いします。 

医事課 地域連携室 時間 
平 日 9：00～17：00 

土曜日 9：00～12：00 
電話 03-3968-7501 

2. 入院当日のご案内 
� 入院当日は 10：00～10：30の間に１階総合受付へお越し下さい。受付事務職員または

病棟事務職員が病室までご案内いたします。 

※検査入院等で別に時間指定がある場合には、指定の時間までにお越し下さい。 

� 病室へ入室後、手続きのためにご持参頂いた健康保険証等を事務職員へお渡し下さい。 

3. 入院の手続きに必要なもの 
ﾁｪｯｸ 項目 備考 

 診察券 緑色のプラスチックのカード 

 入院申込書 
患者様本人もしくはご家族、親族代表・身元引き

受け保証人の署名・捺印が必要となります。 
別紙 

 検査・手術同意書 検査・手術を受けられる方のみ 

 入院時の問診票 別紙 

 退院証明書 3 ヶ月以内に他の病院に入院されていた患者様の場合 

 健康保険証  

 各種医療証 交付を受けている方のみ 

 介護保険証 認定を受けている方 

 高額医療費受給者証 ７５歳以上の方は不要 ※詳細は 8 ﾍﾟｰｼﾞ 

 減額認定証 交付を受けている方のみ ※詳細は 9 ﾍﾟｰｼﾞ 
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4. 入院時に準備していただくもの 
� 注意事項 

x 持ち物には、すべてお名前をご記入ください。 
x ハサミ等、刃物の持込はご遠慮下さい。 
x 必要以上の現金等は、盗難・紛失の危険があるので、お持ちにならないでください。 
x 電気器具などの持込は出来ません。 
x ご家族の方は、患者様の衣類等の持ち帰り洗濯及び補充のご協力をお願いします。ご事情により洗濯に
通えない場合には、看護師等にお申し出てください。代行業者を紹介させていただくことができます。 

� 医師・看護師等から特に指示のあった物のほか、次の物をご持参ください。 

項目 例・備考・注意事項 

食事に必要なもの 湯のみ（吸い飲み） 普段お使いの物で構いません。 

洗 面 用 具 
洗面器、石鹸、髭剃り用品 

シャンプー、リンス、ボディーソープ  
電気かみそりは、電池式のものをご準備下さい。 

歯 磨 き 用 品 歯磨き粉、歯ブラシ 

入れ歯の方は、入れ歯容器、入れ歯洗浄液のご用

意をお願いいたします。 

歯磨きに援助が必要な患者様は、口腔ケア用ブラシ

又は口腔ケア用ウエットティッシュ（近隣保険調剤薬

局でご購入いただけます）と清拭液を入れる容器（コ

ップ大のタッパーなど）をご用意ください。 

衣 類 寝巻き（パジャマ）、下着 各３組以上 

タ オ ル 類 タオル、バスタオル 各３枚以上 

日 用 品 ティッシュペーパー１箱以上 基礎化粧品 

室 内 履 き 動きやすい『かかと』のある履物をご準備下さい 

ご自宅にあるお薬 
服用中の内服薬や外用薬がある時は、すべてお持ち下さい。 

当院・他病院処方のものや売薬もすべて含みます。 

手 術 ・ 検 査 時 

の 持 ち 物 

別途ご説明いたします。 

入院前に、外来での説明がなかった場合には、入院後、看護師からご説明させていた

だだきます。 

5. 入院中に守って頂きたいこと 
館内で喫煙された場合は、退院していただくことになります。ご了承ください。 

喫煙は、駐車場内にある『喫煙室』でのみできます。ご協力をお願いします。 
全 館禁煙 

 
タバコは身体に悪影響を及ぼします。現在喫煙されている患者様にも禁煙をお

勧めしております。禁煙をご希望の方は、主治医・看護師にご相談の上、当院の

【禁煙外来】をご利用ください。 

飲 酒禁止 
 

入院中は、いっさい飲酒はできません。もし飲酒された場合は、治療を継続でき

ないと判断し退院していただくことになります。あらかじめご了承下さい。 

電波により医療機器に影響を与えるとともに、他の患者様の迷惑になりますの

で、病院内では決められた場所でご使用下さい。 

使用可能な場所 【談話室・公衆電話設置場所】 携帯電話 

の 利 用 
 医師や看護師・職員が病院内で使用している物は、医療機器に影響のないPHS
です。 
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6. 医療安全室からのお願い 
患者様、家族の皆様へ 

当院では、安全確保への参加をお願いしています 

「安全のためにお名前をおっしゃってください」 

 

7. ドナーカードをお持ちの方へ 

ドナーカードをお持ちで、臓器提供をお考えの方は、主治医にお申し出下さい。 
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8. 病院内施設・サービスのご案内 
1) 共同でご使用いただくもの 

名称 備考 利用時間 

給 茶 機 x 各病棟に設置 6：00～21：00 

冷 蔵 庫 

 

x 各病棟に設置 
x 品物に必ず名前と日付を記入してください。 
x 定期清掃時、1週間を過ぎるものは処分させていただきます。 
x 冷蔵庫内の品物は、管理上の責任について、当院は負いません。
ご了承ください。 

 

洗 濯 機 

乾 燥 機 

 

x 各病棟に設置（コイン式洗濯機・乾燥機） 
x 出来る限りご自宅での洗濯にご協力下さい。 
x ご自身での洗濯が困難な場合には看護師にご相談下さい。 
x 患者様が業者に依頼することもできます。業者に依頼する場合に
は、あらかじめ洗濯ネット 2 枚をご購入下さい。入院費用と一緒に

請求させていただきます。 

9：00～21：00 

洗 面 所 x 各病棟に設置 6：00～21：00 

公 衆 電 話 

 

x 右記以外の時間帯は、１階玄関の公衆電話をお使い下さい。 
x 両替をご要望の場合は、会計窓口までお越し下さい。病棟では対
応できませんのでご了承ください。 

x テレホンカードのお求めは売店またはお近くのコンビニエンススト
アをご利用下さい。 

9：00～21：00 

談話室・テレビ x 各病棟に設置 8：00～21：00 

１階にあります。（主な品目）衛生材料、日用品、パジャマ、寝巻き類、シューズ、義歯洗浄剤、菓子類  

曜日 午前 午後 

月・火・木・金 9：00～13：00 14：00～16：30 

水・土 9：00～13：00 休み 

売 店 

 日曜・祝日 休み 

2) 患者様ごとにご使用されるもの 

名称 備考 

床 頭 台 

 

貴 重 品 管 理 

x 床頭台は、カードキーで施錠できます（２階・３階病棟のみ）。ご自身で管理をお願
いいたします。 

x 貴重品の管理は、病院では責任を負えませんのでご了承願います。 
x 貴金属や必要以上の現金その他は、盗難・紛失の危険がありますので、原則とし
て所持されないようにお願いします。 

x 特別な事情がある場合には、当院で、お預かりすることがございますので、看護
師にご相談ください。 

備え付けテレビ 

 

x ２階・３階病棟のみ設置 
x 有料カードを使用し、リモコン操作でご利用できます。 
x 夜 22：00 までご利用いただけます。 
x 有料カード販売機は、各階談話室に設置しています。 【1枚 1,000円】 
x カードの度数が残っている場合の精算は１階正面入口の精算機で払い戻しがで
きます。ご退院の際、精算してください。 

x 未使用カードは総務課（月～金曜日 9：00～17：00）にてご精算いたします。また、

精算機備え付けの封筒でのご精算も行えます。 

x ご利用の際には、イヤホンをご利用ください。お持ちでない場合は、１階玄関入口
にあるイヤホン販売機か１階売店でご購入いただけます。 【1個 200円】 

電源（コンセント） 

x 各病室の電源（コンセント）は基本的にご利用できません。 
x 治療のために使用する電源です。 
x 電気製品は、電池式のものをご利用下さい。 
x 電気ポット、電気アンカ、電気毛布等のお持込はできません。 
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3) 駐車場について 

１時間で 300 円、以降 30 分ごと 100 円の費用負担がかかります。 

� 駐車場は専門業者の管理するコインパーキングとなっております。 

� 外来通院患者様用となっていますので、入院時お車で来院してそのままの駐車はご遠慮

下さい。 

� サービス券 

支払い時、入退院時の送迎には受付窓口で１時間のサービス券をお渡ししています。受

付窓口へお申し付け下さい。 

面会者へはサービス券をお渡しできません。ご家族等で面会に来られる方へお伝え下さ

い。 

9. 入院診療に関する説明 
1) 環境の変化による注意点 

� 入院から１週間ぐらいの間は、環境の変化により、転倒の危険が高まります。転倒防止の

ために、ご自宅で履きなれているものや、歩きやすいリハビリ用の靴などをお勧めしてい

ます。スリッパは脱げやすく、つまずいたり滑ったりしますのでご使用を避けてください。 

� 入院生活はご自宅での生活と比べると制限が多く、不自由に感じられることも多くなります。

環境の変化により精神的につらく感じることなどがありましたら、医師や看護師等に遠慮

なくご相談ください。 

2) 治療計画についてのご説明 

� 『入院治療計画』について医師より説明させていただきます。質問等は遠慮なくお申し出

下さい。 

� 検査や手術・輸血について、説明や文書の交付を行い、ご本人もしくは、ご

家族から署名をいただきます。書面によっては押印を頂く場合もあります。 

3) 医師との面談について 

� 回診以外の医師との面談についてはご希望される日時を調整させていただ

きます。遠慮なくお申し出下さい。 

4) 患者様のお名前の掲示に関して 

� 入院中の生活や治療で病室入口等に名前の表示をする場合があります。非表示のご要

望がある場合は看護師にお伝え下さい。非表示にさせていただきます。 

5) スタッフの名前掲示 

病棟医長、病棟看護師長、主治医・担当医、担当看護師の名前の掲示 

※担当職員名を明示して患者様やご家族が安心して相談できるようにしています。 

� 看護師勤務室入口掲示板に・・・・・・病棟医長と病棟看護師長 

� 患者様のベッドに・・・・・・・・・・・・・・・主治医・担当医・担当看護師名 

� 病室入口に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当日の担当看護師名 
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6) 他科受診・歯科受診について 

� 入院中の皮膚科・眼科・整形外科・歯科等の他科受診に関しては、主治医の許可が必要

となります。主治医あるいは看護師にご相談下さい。 

7) 食事について 

� 食事は治療のひとつです。患者様の病状にあった給食を提供しています。 

� 当院の食事は管理栄養士が管理し、適切な時間に適

切な温度で提供しているものです。 

� 食事の時間は右記の通りです。 

8) ご面会について 

� 面会時間は治療と安静のために下記の時間となっています。 

� ご面会の方は１階受付にお申し出下さい。 

� 各病棟にて「面会者名簿」への記入をお願いいたします。 

9) 付き添いについて 

� 当院では定められた基準による看護を行っております。付き添いの必要はありません。 

� ご家族が付添いを希望される場合は許可が必要です。師長又は主治医にご相談下さい。 

10) 外出・外泊について 

� 主治医の許可を必要とします。前日までにお申し出てください。外出・外泊許可証を発行し、

必要事項を記入していただきます。帰院時にはご提出してください。 

� 外出・外泊中は医師の指示した療養上の注意事項を十分お守りください。万一病状に変

化を生じた時は、直ちに看護師室に連絡を取り、必要な指示を受けて下さい。 

� やむを得ない事情により許可された期限内に帰院できない場合には、必ずご連絡をお願

いします。 

� 無断での外出・外泊、理由なく期限を守らず外泊された場合は、退院していただくことがあ

ります。 

� 当院では夜間帯（21：00～翌朝 6：00）出入り口の制限をしております。 

11) 退院について 

退院の時間は原則として、9：00 です。 

� 病状が回復・安定し、入院治療が必要ないと認められた場合は、ご退院となります。 

� ベッド整備のためにご協力をお願いいたします。 

退院時間の変更をご希望される場合は、事前に病棟看護師長等にご相談下さい。 

� 退院後の療養や薬の服用・その他生活上の注意について、医師・看護師等から説明させ

ていただきます。 

� ご自分の身の回り品や診察券等お忘れのないようお持ち帰り下さい。 

� 病棟借用品等を看護勤務室にお返しください。 

� お支払いが済みましたら、『退院会計お支払い確認書』を看護勤務室にご提出ください。 

朝食･･･ 7：40～ 8：00 頃 

昼食･･･12：00～12：30 頃 

夕食･･･18：00～18：30 頃 

平日･･･15：00～20：00 土・日祭日･･･13：00～20：00 
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10. 入院費・制度・証明書について 
� 各制度等のお問合せは医事課職員までお願いします。 

� 夜間帯は医事課職員がいません。翌日以降お問い合せ下さい。 

1) 各種証明書（入院証明書等）について 

� 受付は１階総合受付となります。電話での受付は行なっておりません。 

� 受付時間は下記の通りとなります。 

月・木・金 火・水・土 日・祝日 

9：00～19：00 9：00～17：00 9：00～17：00 

� 入院証明書の受付は退院日が決まってからとなります。退院予定日が決まる前のお預か

りはお断りさせて頂いています。 

� 各種証明書の受け渡しはお預かりから 10 日ほど頂いております。尚、入院証明書につい

ては、退院日から 10 日となります。 

� 証明書完成後、郵送での受取りをご希望の方は、証明書代を事前にお支払い頂きます。

また、郵送手数料として 100 円頂いています。ご了承下さい。 

2) 医療費（入院費）について 

� ｢サービス｣の費用や「お世話料」、｢施設管理費｣などの名目

での費用負担をお願いすることはございません。 

� 室料代（差額ベッド代）、入院保証金は一切頂きません。 

� 入院中の医療費一部負担金は、月ごとまたは退院時に精算

致します。 

� 退院する場合は、退院前日の夕方に概算請求書をお持

ちし、退院当日に請求書をお持ちします。急な退院などの

場合は、後日ご連絡の上お支払い頂く場合もございま

す。 

� 入院中の場合は、翌月 10日頃請求書をお持ちしますの

で、１階会計窓口にてお支払い下さい。 

� 支払いは、１階会計窓口にてお願い致します。 

3) 入院中の保険証変更及び確認について 

� 保険証等の記載内容に変更があった場合は、変更後の保険証を１階受付の事務職員へ

ご提示ください。 

� 保険証は毎月確認させて頂きます。毎月の入院費支払い時または退院時にご提示くださ

い。 

 

 

 

 

会計窓口対応時間 

曜日 時間 

月・木・金 9：00～19：30 

火・水 9：00～17：30 

土・日・祝 9：00～16：30 
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4) 高額医療費受給者証について 

69 歳以下の患者様へ －高額療養費の限度額適用認定証ご案内－ 

� 高額療養費制度とは？ 

それぞれの世帯ごとに、1 か月（毎月 1 日～末日まで）にかかる医療費の自己負担限度

額が決められています。その自己負担限度額を超えて支払った金額を、加入している健康

保険組合から数ヵ月後に払い戻してもらう制度です。 

� 高額療養費の限度額適用認定証とは？ 

医療機関窓口で高額療養費の自己負担金額のみを支払えばいい制度です。 

� 申請書の手続きを 

申請手続きをして、「限度額適用認定証」を取得する必要があります。国民健康保険の

方は区役所へ、社会保険の方は職場へ申請をお願いします。申請の際は保険証、印鑑が

必要です。家族の方が申請へ行く場合は写真付き身分証明証も必要です。認定されると

申請月の 1日から有効になります。月末の場合はご注意ください。 

� 取得後は医療機関へ提示を 

取得したら医療機関へ必ず提示してください。提示していただかないと、従来どおり自己

負担金額を超えた分も、お支払いいただくことになりますのでご注意ください。 

� 医療機関窓口における負担額（自己負担限度額）   2010.3 現在 

区分 
適用 

区分 
自己負担限度額「注 3」 

多数該当

「注 4」 

食事代 

(1 食 ) 

長期該当 

（食事代）

「注 5」 

上位所得者

「注 1」 
Ａ 150,000 円＋（医療費－500,000 円）×1％ 83,400 円 260 円 － 

一般 Ｂ 80,100 円＋（医療費－267,000 円）×1％ 44,400 円 260 円 － 

低所得者

「注 2」 
Ｃ 35,400 円 24,600 円 210 円 160 円 

 

注 1 
上位所得者は、社会保険では月収53万円以上の世帯、国民健康保険では年間所

得 600 万円を超える世帯の方です。 

注 2 低所得者は、住民税非課税の世帯の方です。 

注 3 
自己負担限度額とは保険診療分の金額で、食事代、おむつ代、診断書代等は含ま

れません。 

注 4 
多数該当は、高額療養費の対象となった月が他病院を含め直近12ヶ月で4回目以

降の方が対象。 

注 5 

長期該当は、「区分Ｃ」の対象者で、過去 12 ヶ月間の入院で、他病院を含め入院期

間が 90 日を超えていれば該当します。1 食の食事代が 50 円安くなります。区役所

等に改めて申請が必要です。手続きに必要なものは「限度額適用認定証」申請時

と同様です。さらに病院が発行する領収書か請求書も必要です。 

※ 高額療養費の制度は同一医療機関単位かつ 1 ヶ月（1 日～末日）単位となります。また、

同一医療機関でも「入院」と「外来」は合算できません。 
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5) 減額認定証について 

70 歳以上の患者様へ －入院医療費の減額認定証ご案内－ 

� 減額認定証とは？ 

正式名称は「限度額適用・標準負担額減額認定証」と言います。 

取得すると入院の医療費自己負担限度額と入院時食事代が減額されます。「区分Ⅱ」と

「区分Ⅰ」の 2種類あります。 

� 住民税非課税世帯の方のみ対象です 

この制度は70歳以上の方でも、同居している家族全員の区市町村民税が非課税である

などの条件があります。 

� 申請書の手続きを 

申請手続きをして、「減額認定証」を取得する必要があります。 

国民健康保険、後期高齢者医療保険の方は区役所へ、社会保険の方は職場へ申請を

お願いします。また申請の際、対象の方の保険証、印鑑が必要です。家族の方が申請へ

行く場合は写真付き身分証明証も必要です。認定されると申請月の 1 日から有効になりま

す。月末の場合はご注意ください。 

� 取得後は医療機関へ提示を 

取得したら医療機関へ必ず提示してください。提示していただかないと、医療費の自己

負担額は減額されませんのでご注意ください。 

� 有効期限があります 

毎年7月31日が減額認定証の有効期限です。有効期限が近づくと区役所等から再申請

のお知らせが届きます。申請書を記入し郵送し、新しい減額認定証が自宅へ届きます。 

� 医療機関窓口における負担額（自己負担限度額）   2010.3 現在 

適用区分 自己負担限度額「注 3」 
食事代 

（1 食） 

長期該当 

（食事代）

「注 4」 

現役並み所得者 80,100 円＋（医療費－267,000 円）×1％ 260 円 － 

一般 44,400 円 260 円 － 

区分Ⅱ「注 1」 24,600 円 210 円 160 円 

区分Ⅰ「注 2」 15,000 円 100 円 － 

 

注 1 区分Ⅱは、世帯全員が区市町村民税非課税の方。 

注 2 
区分Ⅰは、世帯全員が「区分Ⅱ」に該当し、かつ老齢福祉年金受給中の方、また

は世帯全員の所得が 0円（年金収入の場合は 80万円以下）の方。 

注 3 

自己負担限度額とは保険診療分の金額で、食事代、おむつ代、診断書代等は含

まれません。また同一月内に他病院に入院している場合は、病院ごとの支払いに

なります。 

注 4 

長期該当は、「区分Ⅱ」の対象者で、過去 12 ヶ月間の入院で、他病院を含め入院

期間が90日を超えていれば該当します。1食の食事代が50円安くなります。区役

所等に改めて申請が必要です。手続きに必要なものは「減額認定証」申請時と同

様です。さらに病院が発行する領収書か請求書も必要です。 
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行政機関 東京都健康局医療安全課「患者の声相談窓口」 

電話 ０３－５３２０－４４３５（平日９時から１２時、１３時から１７時） 

11. 医療相談室のご案内 
� 安心して療養頂くために医療費のこと、お仕事の

こと、家庭のことなど医療ソーシャルワーカー(相

談員)がご相談に応じております。 

� 医療相談室は、病院正面玄関に向かって右側の訪問看護ステ

ーション横となっています。 

� 不在の場合、他の相談を受けている場合があります。 

まずは病棟の看護師・事務にご相談下さい。 

� 相談内容については、秘密を守ります。 

 

 

 

� 相談料は必要ありません。 

 

 

 

 

 

12. 苦情等のご相談窓口 
当院は、患者様やご家族の皆様からのご意見を大切にし、改善をすすめてまいります。そのために

「苦情等のご相談窓口」を設置しています。お気軽にご利用下さい。ご相談者のプライバシーは常に守り

ます。 

� 苦情等の相談窓口と担当者 

まずは、病院総合受付や、最寄りの職員にお問い合せ下さい。相談窓口をご案内いたします。ご相談

を受けた内容は原則として病院長に報告いたします。 

医療や介護サービス等に対する相談窓口 病院医事課長 

施設および付属施設のご利用に対しての相談窓口 病院総務課長 

x その他、該当する職場の責任者が相談を受ける場合があります。 
x 担当者不在の場合は、改めてご連絡をさせて頂くか、担当者の上司がご相談をお受けいたします。 

� ご相談の方法 

月～金曜（祭日を除く） 9：00～17：00 
ご来院いただいてのご相談 

土曜日 9：00～12：00 

電 話 で の ご 相 談 03－3966－8411（病院代表） ※電話ご相談の時間帯は上記と同じです。 

フ ァ ッ ク ス で の ご 相 談 03－3966－0151（病院総務課） 

� ご相談に対する回答 

x ご相談内容について、その当日には回答できない場合があります。 

x 回答が事後になる場合でも、回答は原則１週間以内としています。回答方法についてのご要望もお

気軽にお伝え下さい。 

x 直接お話しずらい場合には、第三者機関等をご利用下さい 

x その他、病院内設置の「ほほえみポスト」や民間の様々な相談窓口があります。 

○医療費や生活費がご心配なとき 

○医療の制度、助成制度、福祉制度や施設を詳しく知りたいとき 

○家庭で困ったことがあるとき 

○病院のことでわからないことがあるとき 

お問合せ先 

小豆沢病院医療相談室（医療社会課）

月～金 9：00 ～ 17：00 

土 9：00 ～ 12：00 

 

病院 1 階 

病院正面入口 

 

場所は、こちらです 

小
児
科 

 

 

駐 

車 

場 
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13. 診療情報開示について 
当院では、「患者様の権利」の一つとして、患者様が診療情報の開示を求める権利を明記しています。

開示をご希望される場合には、病院総合受付（１階）または病棟看護師等にご希望をお伝え下さい。相

談窓口をご案内致します。 

� 相談窓口 

月曜日～金曜日（祭日は除く） 9：00～17：00 
医事課長 

土曜日 9：00～12：00 

� 開示請求ができる方 

x 患者様ご本人（ただし、ご本人様でも年齢等を考慮させて頂きます。） 

x 開示を求める方が患者様ご本人以外の場合 

いくつかの条件を満たす場合に限り開示請求ができます。ご相談時に説明させて頂きます。 

� 手続きの方法 

x 所定の用紙に必要事項をご記入下さい。 

x 診療情報開示の可否を速やかに決定しご通知します。 

� 開示の方法 

x 開示は、「閲覧」「複写の交付」のいずれか、もしくは両方により行います。 

※尚、診療記録等の病院外への持ち出しは原則できません。 

� 開示の費用について 

x 診療記録等の複写（コピー）に要した代金等は実費負担となります。 

x コピーは 1枚について 20 円です。 

14. 友の会について 
詳しくは友の会事務所または職員までお尋ね下さい。 
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15. 小豆沢病院の紹介 

■基本方針 

○ 患者様の声に耳を傾け、心の触れ合いを大切にします。 

○ わかりやすい説明を心がけ、患者様の同意に基づく治療・援助を行ないます・ 

○ 専門的知識の蓄積と技術・技能の向上のために常に学び、質の高い安全な医療を目

指します。 

○ 地域の中で連携や協力を深め、医療からの介護・福祉まで切れ目のない援助により、

安心して住み続けられるまちづくりを目指します。 

○ 健康と暮らしを守り、社会保障制度をより良くするために行政に働きかけます。 

○ 命と平和を守るためにテロや戦争政策に反対します。 

■地域における当院の役割 2009 年 6 月 16 日改定 

【働くものの医療機関、保健予防活動】 

○ 働くもののいのちと健康を守り、健康で安全に働くための職場環境づくりや健康障害

の予防を支援する役割 

○ 地域の保健予防活動の推進 

【医療】 

○ かかりつけ医療機関としての役割 

○ 一次・二次救急医療 

○ 消化器疾患の診断・治療技術の向上と、地域における役割の拡大 

○ 動脈硬化につながる糖尿病やメタボリックシンドロームの予防の推進 

○ 子育てをサポートする小児医療  

【リハビリテーション活動】 

○ 回復期・維持期のリハビリテーション 

【高齢者の医療と介護】 

○ 在宅支援 

○ 終末期の医療と看護、介護 

【地域連携、健康づくり・まちづくり】 

○ 地域の医療・福祉機関、行政との連携 

○ 地域の方々と共同して、健康づくり・まちづくりをすすめる役割  

【医療従事者の育成】 

○ 臨床研修指定病院として医師、看護師をはじめとする地域医療の 担い手を育成する 

私
た
ち
は
、
患
者
様
の
人
権
を
大
切
に
し
、
命
は
平
等
の

 

立
場
で
安
心
し
て
利
用
で
き
る
病
院
を
目
指
し
ま
す

。 

理念 

■患者様の権利 

患者様は、 

○ 個人として尊重され、思想・信条、人権、社会的な地位、経済的な理由などによ

り差別されることなく、症状に応じて必要な医療を等しく受ける権利をもちます。 

○ わかりやすい説明と十分な情報の提供を受け、自らの意思で医療内容を決定

する権利をもちます。同時に、患者様にはご自身の健康に関する正確な情報の

提供や同意された医療へのご協力をお願いします。 

○ 他の医師や医療機関の意見（セカンド・オピニオン）を求める権利をもちます。 

○ 安全に医療を受ける権利をもちます。 

○ プライバシーを保護される権利をもちます。 

○ 病院に対して、質問や意見・苦情等の表明、診療情報の開示請求、自己情報の

取扱いについて表明する権利をもちます。そのことで不利益を受けません。 
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■全日本民医連の綱領 

私たち民医連は、無差別・平等の医療と福祉の実現をめざす組織です。 

戦後の荒廃のなか、無産者診療所の歴史を受けつぎ、医療従事者と労働者・農民・地域の人びとが、各

地で「民主診療所」をつくりました。そして1953年、「働くひとびとの医療機関」として全日本民主医療機関連

合会を結成しました。 

私たちは、いのちの平等を掲げ、地域住民の切実な要求に応える医療を実践し、介護と福祉の事業へ

活動を広げてきました。患者の立場に立った親切でよい医療をすすめ、生活と労働から疾病をとらえ、いの

ちや健康にかかわるその時代の社会問題にとりくんできました。また、共同組織と共に生活向上と社会保

障の拡充、平和と民主主義の実現のために運動してきました。 

私たちは、営利を目的とせず、事業所の集団所有を確立し、民主的運営をめざして活動しています。 

日本国憲法は、国民主権と平和的生存権を謳い、基本的人権を人類の多年にわたる自由獲得の成果で

あり永久に侵すことのできない普遍的権利と定めています。 

私たちは、この憲法の理念を高く掲げ、これまでの歩みをさらに発展させ、すべての人が等しく人間として

尊重される社会をめざします。 

一 人権を尊重し、共同のいとなみとしての医療と介護・福祉をすすめ、人びとのいのちと健康を守ります

一 地域・職域の人びとと共に、医療機関や福祉施設などとの連携をつよめ、安心して住み続けられるま

ちづくりをすすめます 

一 学問の自由を尊重し、学術・文化の発展に努め、地域とともに歩む人間性豊かな専門職を育成します

一 科学的で民主的な管理と運営を貫き、事業所を守り、医療、介護・福祉従事者の生活の向上と権利の

確立をめざします 

一 国と企業の責任を明確にし、権利としての社会保障の実現のためにたたかいます 

一 人類の生命と健康を破壊する一切の戦争政策に反対し、核兵器をなくし、平和と環境を守ります 

私たちは、この目標を実現するために、多くの個人・団体と手を結び、国際交流をはかり、共同組織と力

をあわせて活動します。 

2010 年 2 月 27 日 

全日本民主医療機関連合会 第 39 回定期総会  

■小豆沢病院の歴史と現在 

小豆沢病院の前身は 1947 年開設の東京自由病院（板橋区清水町）です。当時は、戦後の食糧難の時代

で、栄養失調から感染症・伝染病が蔓延するなか、医療に恵まれない人びとと医療従事者が共に手をたずさ

えて医療を実践しました。アメリカ占領軍基地の附属地域内につくられた東京自由病院は朝鮮戦争が起こっ

た 1950 年に占領軍により閉鎖命令を受け退去せざるを得ませんでしたが、その志は小豆沢診療所、1956 年

（昭和 31 年）開設の小豆沢病院（27 床）に引き継がれました。それから半世紀、患者様・地域の皆様とともに

地域医療を継続してきました。小豆沢病院が、差別の無い平等な医療をめざし差額ベッド代をいただかない

医療を継続している原点はここにあります。 

当院を運営している医療法人財団健康文化会は、現在、小豆沢病院をはじめ、介護老人保険施設志村さ

つき苑、医科診療所７ヶ所、歯科診療所１ヶ所、訪問看護ステーション 5 事業所を有し、板橋・北・練馬区で、

地域に根ざした医療・介護のネットワークづくりに取り組み、患者さんや地域の方々とともに、安心して住み続

けられるまちづくりをすすめています。 
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16. 募金・基金のお願い 
健康文化会は創立以来、常に患者様や地域の方々

に支えられて発展してまいりました。 

地域の方々のために、室料（ベッド差額）などの心

配がいらない入院施設を守り、「患者様の立場にたっ

た」医療をより発展させるために、是非お力をお貸し下

さい。 

これまでも最新型 CT 導入・施設改装・介護老人保

健施設開設など実施してきましたが、今後も更に皆様

のご期待にお応えしていくためにも設備や医療機器の

充実・改善に努めてまいります。 

� 募金 

医師を含む職員個人への心づけは、固くお断りし

ております。お気持ちは、施設の整備・充実のための

募金にご協力下さい。 

ご協力頂ける場合、同封されている封筒に氏名・

住所をご記入頂き、１階受付までお持ち下さい。 

封筒は１階受付、各階看護勤務室にもご用意してあります。 

� 協力基金・・・１口５，０００円(無利息) ※３年据え置きとなります。お申込窓口は経理課と

なります。 
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